
第一次チェコスログァキア土地改革における民族主義的性格
-ボ-ミアにおける収用の継続をてがかりに-

佐　藤　雪　野

第一章　はじめに

第一次世界大戦後､オーストリア-ハンガリー帝国から独立したチェコスロヴァキアにとって､新た

な国家領域における国民経済の確立が急務であった｡そのための主要な経済政策に､通貨分離､土地改

革､企業のチェコスログァキア化がある｡このうち､土地改革と企業のチェコスログァキア化について

は､チェコ(スログァキア)民族主義的な政策ととらえられることが､実施当時から社会主義期にかけ

ての一般的な見解であったo　なお､戦間期には｢チェコスログァキア民族｣が存在すると擬制された｡

しかし､企業のチェコスロヴァキア化は､チェコスログァキア領域内で企業活動を行う場合､本社を

チェコスログァキア国内におき､取締役会構成員の半数以上がチェコスログァキア国籍保有者でなけれ

ばならないという制度であり､チェコスロヴァキア国民経済の確立のための｢国民主義･国家主義的｣

な政策ではあるが､必ずしもチェコ(スログァキア)民族のみを重視した民族主義的政策とは言い切れ

ない｡チェコスログァキア領内に本社をおくドイツ系チェコスログァキア国籍者の企業は国内企業とみ

なされ､取締役会構成員の変更は求められず､本社がチェコスロヴァキア領外となった企業は､チェコ

スログァキア領内に子会社を作り､取締役会構成員の過半数にチェコスログァキア国籍者を組み入れる

ことで､生き残ることができたのである｡

一方､土地改革においては､一般的な土地収用(国の管理下に入るが､所有権は元の所有者に残って

いる)については､農地150ha超､その他の土地250ha超の大規模土地財産(第二章の事例では｢荘園｣

とする)が対象とされ､国籍･民族的属性は関係ないが､その後､収用された財産が没収される場合に

は､国籍や民族的属性が関係した1｡

戦間期を通じで､完成することなく継続した土地改革は､当時のチェコスログァキアにおいて最大の

経済問題であり､外国籍所有者との関係から外交問題でもあった｡従って､研究蓄積も豊富である｡

同時代のヴオルリチェクCamillo Worliczek2は､東南欧の土地改革を民族的少数者により所有されてい

た農地や森林を没収し､民族的多数者の所有に移行するためのものととらえており､社会主義期のオ

1詳しくは､拙稿｢第一次世界大戦後チェコスログァキアにおける土地改革一収用法の検討-｣ 『福岡教育大学紀要』

第47号第2分冊､ 1998年､ 29-34ページ参照｡
2 worIICZek, Camlllo, DLe tSChechoslowakLSChe Bodennfonn, Sonderdruck aus ZeltSChrlR RIP dle geSamte StaatswISSenSChaft,

80, Jahrgang 1925/26, HeR 3, S 447
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クーハルMilan Otaha13の研究では､民族混在地域において､土地改革は民族解放に成功したブルジョワ

ジーと以前の支配者である外国系貴族との闘争の場であったとしているoこのような見方は社会主義期

末期に書かれたラツイナVlaStislav Lacina4の研究まで続いたo

体制転換後の1990年代になると､スレザークLubomir Slezak5の研究に見られるように､むしろ不平

等な所有関係をただすという経済的民主主義の実現のための政策として､土地改革を捉える立場が広

まった｡

確かに､独立したチェコスログァキアの大土地所有者には､外国籍の貴族6 (オーストリアやハンガ

リーなど)もいたが､チェコスログァキア国籍を得たドイツ系･ハンガリー系の貴族もいたo更に､ 19

世紀以来､便宜的にではあれ､チェコ民族主義者と協力関係をもち､チェコスログァキア独立後､次第

にチェコ系としての意識を持つようになったチェコ系貴族もいた｡しかし､貴族の場合､相互に緊密な

通婚関係やそのコスモポリタン性などから､一族はもとより個人の民族的属性を判断することが難しい

ため7､実際に土地改革に所有者の民族的属性という要因がどの程度影響したのかを判断することは困難

である｡

従って､これまでの研究は､その点に具体的に立ち入ることをあえて行ってこなかったように思われ

る｡本稿では､戦間期チェコスログァキアを理解するために重要な意味を持つ土地改革をとりあげ､

データの不十分さや批判の余地を認識した上で､あえて｢個々の大土地所有者(多くは従前の貴族層で

ぁるが､そうでない者もいる)の民族的属性が土地改革の実施に影響を及ぼしたか｣という観点から､

土地改革施行における民族主義的要因を探ることにするo利用できる史料から､本稿で扱うのは､チェ

コスログァキアのうち､ボ-ミアにおける外国籍大土地所有者､チェコスログァキア国籍のドイツ系大

土地所有者とチェコ系大土地所有者の状況の比較であるo

主たる史料は､ 『ボ-ミア大土地所有統計総覧8』及びチェコスロヴァキア大土地所有者連盟Svaz

eeskoslovenskich velkostatka紬(以下SCv)とボ-ミア･ドイツ大土地所有者連盟Verband der deutschen

GroDgrundbesitzer B6hmens (以下VdG)の名簿9である0両団体とも1919年に大土地所有者の利害を守

るための利益団体として設立された｡ SCvは､その名前にも関わらず､ボ-ミアのチェコ系地域(チェ

コ系住民が数的に優勢な地域)における大土地所有者(所有者自身の民族･国籍は問わない)の連盟で

ぁり､他方vdGはボ-ミアのドイツ系地域(ドイツ系住民が数的に優勢な地域)における大土地所有者

I otAhal, MIIan, Zdpas opozemkovd reformu v CsR (チェコスログァキア共和国における土地改革をめぐる闘争) , praha,

1963,str718
1 Laclna, VIastlSlav, Formovdni creskoslovenskd ekonomLbJ 19]8-1923 (チェコスログァキア経済の形成1 91 811 923) , Praha,

1990,str 129出版は1990年だが､執筆時期は社会主義期と考えられる0
5 Idem et Lubomir Slezak, StaEnl, hospoduskd polztzka v ekonomlCkim vyvoJI P"nl CsR (チェコスログァキア第一共和国の

経済発展における国家経済政策) , praha, 1994, str 88
(,チェコスログァキアにおいては建国直後の法律で､貴族の称号は廃止されている｡ (1918年12月10日の第61号法)

7これについての詳細は､ Glasshelm, Eagle, Noble NaHonalLStS･ The Transfo-atton ofLhe Bohemlan ArlStOCraCy, Cambrldge

(MA) 皮 London, 2005を参軌
E Lustlg, Rudolf, Schemat'smus velkostatkG v Cechach, Praha, 1 933

9 Narodni archlV (NA国民文書館), fond Svaz eeskoslovenskfch velkostatkd柑(SCv), kart 1, 1nve 59-64, karl 46, lnve 397
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の連盟であった｡こちらも､所有者自身の民族･国籍は問わなかったが､実際には､ドイツ系の民族的

団体のような様相を呈した｡ SCvには､チェコ系とドイツ系の両方の会員がいた｡また､一人で両方の

連盟の会員になる場合もありえた｡

第二章　土地改革の遅延事例の検討

土地改革の遅れは､その土地の所有者にとって､収用された土地が自分の手元に戻されるのか､それ

とも接収されて代価が払われるのかがわからないままに､経営を続け､税を納め続けなければならない

という好ましくない状況の継続を意味する｡

それがチェコスログァキア系以外の土地所有者に顕著に現れれば､その状況がチェコスロアキア系以

外の民族に対する国家の敵対によるものだと所有者らが考えることも自然であろう｡

ボヘミアにおいて､私人(自然人)所有の584荘園中､ 1933年段階で収用されたままの土地が残って

いた93の事例(96荘園)を以下に掲げ､それぞれの所有者及び荘園の立地を検討する｡

第1節　外国籍の所有者の事例

本節では､推定も含め､所有者の国籍がチェコスログァキア以外の事例をあげる｡

(1)エレオノーレ･アンドラ-シ-カウニツツEleonoreAndrassy-Kaunitz所有､北ボヘミア地方(以下N)､

ノヴェ一･ザ-ムキNoveZamky (ドイツ語名､以下D ‥ノイシュロスNeuschloss)荘園=4231 ha中

441ha(10.4%)が収用継続｡アンドラ-シ家は-ンガリーの､カウニツツ家はオーストリア･ドイツの

有力貴族の家系で､所有者自身は伯爵夫人(女性伯爵)の称号を持ち､カウニツツ家からアンドラ-

シ家-嫁いだ｡ VdGに所属｡また､彼女の娘はリヒテンシュタイン候に嫁いだ｡

(2)カール･エゴン･フォン･フユルステンベルクKar1Egonvonmrstenberg所有､南ボヘミア地方(以

下S)､ヴシュネ-vy萱ne (D :ヴァイセンバッハWeissenbach)荘園‥ 2778165 ha中514･35 ha(18･5%)

が収用継続oヴィシュネ-は､人口422人中チェコ系が82人､ドイツ系が269人とドイツ系優勢の

村だった｡フユルステンベルク家はドイツの貴族で､ VdGとSCvの両方に所属｡後者の民族に関す

る指摘はない｡

(3)リハルト及びゲオルク･ガイミュレルRichardaGeorgGeymBller所有､ S､カメニッェ･ナド･リボ

ウKamenicenadLipou荘園: 5517.69ha中350ha(6.3%)が収用継続｡ガイミュレル家は､オーストリア

の貴族の家系で､所有者の二人はVdGに所属｡カメニッェ･ナド･リボウはほとんどがチェコ系の町

だった｡

(4)アンナ･ゴルデッグ-リンデンプルクAnna Goldegg-Lindenburg所有､ S､ハノヴイツェ･ウ･ホラ

ジョヴイツChanovice uHora皇d,ovic荘園: 785 ha中297.5 ha(37.9%)が収用継続.ゴルデッグ家はオース

トリアの貴族だが､ハノゲイツェは純粋にチェコ系の村で､所有者もSCvに所属｡

(5)ゴットフリート･ホ-エンローエ-ラングンブルクGottkied Hohenlohe-Langenburg所有､西ボヘミ
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ア地方(以下W)､チェルヴェ二一･フラーデク･ウ･イルコヴァCervenyHradekuJirkova(D :ロッ

テンハウスRothenhaus)荘園: 11051.4ha中3891.26ha(35.2%)が収用継続中｡ホ-エンローエ-ラング

ンプルク家はドイツの貴族で､所有者はVdGに所属｡チェルヴェ二一･フラーデク･ウ･イルコヴァ

はほとんどがドイツ系の村だった｡

(6)フリードリヒ･ホ-エンツオレルン-ジグマリンゲンFriedrich Hohenzollern-Sigmaringen所有､ S､

ホルニー･ツェレケフHomiCerekev荘園: 18r8.58ha中1095.17 ha(60.2%)が収用継続中.ホルニー･

ツェレケフは純粋にチェコ系の町だった｡

(7)同所有､東ボ-ミア地方(以下E)､シュトキ菖toky (D=シュテッケンStecken)荘園‥3217ha中2223･2

ha(69.1%)が収用継続中｡シュトキはチェコ系･ドイツ系がほぼ括抗していた市場町(市の開催権を持

つ町)だった｡

(8)同所有､ W､ビストシツェ･ナド･ウ-フラグオウBysttice mad ljhlavou ､デプルニークDebmik､

ジェレズナ一･ルダ(D :ビシュトリッツ･アン･デア･アングルBistritzanderAngeI､デフェルニク

Deffemik､アイゼンシュタインEisenstein)荘園: 9254.54 ha中4050.5 ha(43.8%)が収用継続中｡ビス

トシツェ･ナド･クーフラグオクは､ドイツ系が大多数を占める村だった｡ホ-エンツオレルン-ジ

グマリンゲン家はドイツの貴族で､ VdGに所属｡

(9)クニグンデ･ホヨシュKunigundeHoyos所有､ W､ルジツェ-リボウシュLu呈ice-Libou菖(D :ルシッ

ツ-リービシュLuschitz-Liebisch)荘園: 433.ll ha中399.88ha(92.3%)が収用継続中｡ルジツェ-リボ

ウシュは､ドイツ系が大多数を占める小村だった｡ホヨシュ家はハンガリー貴族で､所有者はVdGに

所属｡

(10)ブルーノ･ケルンBrunoKem他所有､ S､ノヴァ一･ビストウシツェNovaBystfice (D:ノイビシ

ュトリッツNeubistritz)荘園: 3360.12ha中210ha(6.2%)が収用継続中｡ノヴァ一･ビストウシツェ

は大多数がドイツ系の町で､オーストリア在住の所有者はVdGに所属｡

(ll)オイゲン･レデブール-ヴィ-ルンEugenLedebur-Wicheln所有､ N､ミレショフMile善ov (D :ミレ

シャウMileschau)荘園‥ 1154.92 ha中927 ha(80.3%)が収用継続中o　レデブール-ヴィ-ルン家10は

ドイツの貴族の家系で､所有者はVdGに所属｡ミレショフは､ドイツ系が大多数を占める市場町だ

った｡

(12)同所有､N､クシェミ-シュKtemi皇(別名‥クシェムシュKtemusch)荘園:46415ha中310･4ha(66･8%)

が収用継続中oクシェミ-シュは､ 800人余りのチェコ系住民と1300人余りのドイツ系住民の住む

ドイツ系優勢の民族混住の村だった｡

(13)フランツ･ヨ-ゼフ･リヒテンシュタインFranz Joseph Liechtenstein所有､中央ボヘミア地方(以

下C)､コステレツ･ナトチェルニーミ･レシKostelecn. Cem夕miLesy荘園:11357.2093 ha中6942･2834

lU http//wledeburde/ (最終アクセス日: 2009年10月6日)
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ha(61.1%)が収用継続中｡所有者はリヒテンシュタイン侯国の君主であり､第二次世界大戦後の｢ベ

ネシュ令Bene喜ovy dekrety｣.1による領地没収をめぐる争い(それ以前にもこの土地改革をめぐる争

い)から2009年までチェコスログァキア或いはチェコとリヒテンシュタインの間には正式な国交が

なかった12｡また､所有者は､ SCvに所属o　コステレツ･ナト･チェルニーミ･レシは純粋にチェコ

系の町だった｡

(14)パウリナ･レ-ヴェンシュタイン-ヴェルトハイム-フロイデンベルク　Paulina

L6wenstein-Wertheim-Freudenberg所有､ S､チェルノヴイツェ･ウ･ターボラCemoviceu Tabora荘園‥

3837.63ha中300ha(7.8%)が収用継続中｡レ-ヴェンシュタイン-ヴェルトハイム-フロイデンベル

ク家はドイツの貴族で､所有者は､ SCvに所属｡民族の記載はないoチェルノヴイツェ･ウ･ター

ボラは､ドイツ系のいないチェコ系の町だった｡

(15)メッテルニヒ-ヴィンプルクMettemich-Winneburg所有､ W､キンジュヴァルトKynZvart (D :ケ一

二ヒスヴァルトK6nigswart)荘園: 6912.06ha中1200ha(17.4%)が収用継続中.メッテルニヒ-ヴイ

ンブルクはドイツの貴族｡キンジュヴァルトはドイツ系の町だった0

(16)ジギスムント･シェーンブルク-ヴァルデンブルクSigismund Sch6nburg-Waldenbu∫g所有､ W､ク

ラツケ--カイザーヴァルト　Kladske-Kaiserwald (D :グラッツェン-カイザーヴァルト

Glatzen-Kaisemald) : 5190.46 ha中973.6 ha(18.8%)が収用継続中｡シェーンプルクエヴァルデンプル

ク家はドイツの貴族の家系で､所有者はVdG所属｡

(17)アルフレート･ヴィンディシュグレーツAlfred Windischgratz所有､ W､クラドルビ-イヴヤニ

Kladruby-Jivjany (D :クラドラウニギビアンKladrau-Gibian)荘園､タホフTachov (D :タハウTachau)

荘園: 2荘園合わせて16926.45 ha中9509.01 ha(56.2%)が収用継続中｡ヴィンディシュグレーツ家は

オーストリア貴族で､所有者はVdGに所属｡クラドルビ､タホフともドイツ系優勢の町だった｡

以上17件の事例では､全収用面積約88180ha中約31412haが収用されたままであった(35.6%).

第2節　ドイツ系の所有者の事例

本節では､所有者の国籍がチェコスロヴァキアで､民族的帰属がドイツ系と推定される事例をあげる｡

民族的帰属の根拠の一つとしてSCvによる会員の民族的帰属の指摘を利用した｡本来民族的帰属は､本

人のアイデンティティによるが､土地改革に影響した所有者の民族的帰属は､他者(国家)がその人物

" 1945年に出された一群の大統領令｡敵性国民やチェコ民族及びスロヴァキア民族の敵からの農業財産没収は､法令

全書1945年第28号令o条文はhttp //wwwpsp cz/docs/laws/dek/281945 html参照o (最終アクセス日: 2009年1 1月24日)
12 "eeska repub)lka navまえe dlplomahcke soky s LIChten皇tejnskemチェコ共和国､リヒテンシュタインと外交関係を結ぶ", C'eske'novLny.

zpravodaJS砂serverCTKチェコ新臥チェテカ通信ニュース･サーバ,掲載: 13072009, 1528,アップデート: 13072009 1834

(http //www ceskenovl ny cz/tema/zpravy/ceska-repub I I ka-navaze-d lPlomat lCke-styky- S- I lChtensteJ nSkem/3 87 77 1 & I d_seznam=

25最終アクセス日:2009年10月6日)
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をどのようにみなしたかによるので､他者であるSCvの判断をここで利用するのも有効であろうo

(1)フランツ･ヨ-ゼフ･アウエルスベルクFranzJosephAuersperg所有､ E､ナサヴルキNasavrky荘園:

9109.9 ha中3646.15 ha(40.0%)が収用継続｡アウエルスベルク家はオーストリア貴族の家系だが､ 16､

17世紀以降本拠地は現在のスログェニアにあった｡所有者は､このほか3つの荘園を所有していたが､

それらについては土地改革が終了している.彼の荘園はすべてチェコ系地域にあり､彼自身も､ SCv

に属していたが､連盟からはドイツ系とみなされていた｡この荘園のあった市場町スラチニヤヴイ

slatihvyは､人口2002人の全てがチェコ人という純粋チェコ系の町だったo

(2)ハインリヒ･ボーフォールニスボンタンHeimichBeaufort-Spontin所有､ W､べチョフBeCov (D ‥ペ

ッチヤクPets｡ha｡)荘園‥ 10151.72 ha中4912.56 ha(48.4%)が収用継続｡ボーフォールニスボンタン

家は元はベルギー貴族だが､ボ-ミアのボーフォールニスボンタン家はドイツ色が強く､ハインリ

ヒ.ボーフォールニスボンタンもドイツ民族主義者としてこの地方で有力だったドイツ民族主義政党

ズデーテン･ドイツ党SudetendeutscheParteiに参加し､ドイツ併合後は､ナチに協力した｡ベチョフ･

ナトテプロウBeeovnadTeplouの町の人口2250人ほどの大多数はドイツ系だったo所有者は､ VdG

に所属｡

(3)ハインリヒ･ビコア-Heinrich Buquoy所有､ W､ -クエンシュタイン-ムニエヂェネッ

Hauenstein_Medenec (D :ハウエンシュタイン-クプファーベルクHausenstein-Kupferberg)荘園: 2689･89

ha中170ha(6.3%)が収用継続｡ビコア一家は名前から明らかなように元はフランス系貴族だが､三十

年戦争前にボヘミアに領地を得た｡ハクエンシュタインは人口わずか85人の集落で1名のチェコ系

住民を除き残りはドイツ系､ムニエヂェネッは1004人の人口中2人のチェコ系を除き､残りはドイ

ツ系だった｡所有者は､ VdGに所属｡

(4)カール･ビコア-KarlBuquoy所有､ W､プシーセチニッェPfiseenice (D :プレスニッツPrehitz)

荘園‥ 7357 ha中12S.51 ha(1.7%)が収用継続｡プシーセチニッェは人口2600人余りの大多数がドイツ

系｡

(5)同所有､ S､ノヴェ一･フラディNoveHrady (D :グラツェンGratzen)荘園: 16272･06ha中9121･6

ha(56.1%)が収用継続｡ノヴェ一･フラディは人口約1300人中4分の3強がドイツ系というドイツ系

優勢の町だったo所有者は､ VdG､ SCvの両方に所属しているが､後者からドイツ系とみなされてお

り､後にドイツ併合下でナチに協力した｡

(6)フランツ･クラム-ガラスFranz clam-Gallas所有､ N､りべレツLiberec (D :ライ-ンベルク

Reichenberg)荘園､グラブシュテインGrabgtejn (D :グラーフェンシュタインGrafenstein)荘園､フ

リードラント･フ･チェハーフFridlantvCechach (D :フリードラントFriedland)荘園､レンベルク

Lembe,k (D :レンベルクLamberg)荘園: 4荘園合わせて31600.44ha中11569･14ha(36･6%)が収用継

続｡クラム-ガラス家はボ-ミアのドイツ系貴族の家系だった｡リベレツは､ 3万5000人弱の人口

中2万8000人弱がドイツ系､ 5000人弱がチェコ系のドイツ系優勢の町､グラブシュテインはドイツ
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系143人､チェコ系28人のドイツ系優勢の村､フリードラント･フ･チェハーフは､ 6500人ほどの

人口のうち5500人強がドイツ系400人強がチェコ系のドイツ系優勢の町､レンベルクは500人余り

の人口のほとんどがドイツ系の村だったo所有者は､ VdGに所属o

(7)アルフオンス･クラリニアルドリンゲンAlfons Clary-Aldringen所有､ N､テプリツェ-クルプカ

Teplice-Krupka荘園､ビンスドルフBinsdorf荘園: 2荘園合わせて8420･14ha中2000ha(23･8%)が収用

継続｡クラリニアルドリンゲン家はボ-ミアのドイツ系貴族の家系だった｡テプリツェ-シャノフ

Teplice-Sanov (D :テブリッツ-シェ-ナウTeplitz-Sch6nau)は､ 2万9000人弱の人口中2万2500人

弱がドイツ系､ 4400人余りがチェコ系のドイツ系優勢の町で､ビンスドルフは､ほとんどがドイツ系

の村であったo所有者は､ VdGに所属o

(8)エウゲン･チェルニーンEugen Czemin所有､ N､ペトロフラトPetrohrad (D :ベータースプルク

petersburg)荘園‥ 7401 ha中4429 ha(59･8%)が収用継続o

ペトロフラトは800人余りのうち､ 662人がドイツ系､ 145人がチェコ系のドイツ系優勢な村だった

が､チェルニーンは､ SCvに所属o SCvは､チェルニーンをチェコ系ともドイツ系とも指摘していな

い｡アメリカの歴史研究者グラスハイムは､エウゲン･チェルニーンをドイツ系としている13｡また､

ペトロフラト荘園は第二次世界大戦後に接収されているo

(9)ニコラウス･デ･フール-ヴァルデローデNikolausdesFours-Walderode所有､ E､フルビー･ロホゼ

ッニスムルジョフカHrubiRohozec-Smr乏ovka荘園: 5288･5 ha中1414･63 ha(26･7%)が収用継続｡ベル

ギー系貴族デ･フール家とドイツ系のヴァルデローデ家の婚姻により生じたこの家系のニコラウスは､

vdGに所属していた｡第二次世界大戦後､ドイツ系財産としてべネシュ令で接収されるが､当主(ニ

コラクスの死後跡を継いだ息子のヴラヂミールVladimir)は1947年にチェコスログァキア国籍を認め

られた｡しかし､財産は戻らないまま､ 1948年の共産党クーデタ後オーストリアに移住し､チェコス

ログァキア国籍を放棄した0 1990年代から子孫は財産返還を求めて､チェコスロヴァキア国家及びチ

ェコ国家と裁判で争ったが､結局2004年時点までには返還は実現しなかった140

(10)オットー･ハラフOttoHarrach所有､ E､サドヴァ-Sadova荘園: 6545ha中151ha(2･3%)が収用継

続中oハラフ家はボ-ミアのドイツ系貴族の家系で､所有者は､ VdGとSCvの両方に所属o後者の

民族に関する指摘はない｡

(ll)ヴイル-ルム･クルト･ -ルムフェルトWilhelmKudHelmfeld所有､ W､ハズロフHazlov (D :ハ

スラウ･ミット･ヴァイングリュンHaslaumitWeingrh荘園: 594･82ha中918叫1･6%)が収用継続中o

所有者はVdGに所属｡ハズロフはほとんどがドイツ系の大きな札

(12)ゴットフリート及びアンナ･マリー･-ネベルク-シュピーゲルGo伽d und Anna MaTie

u Glasshelm,OP Ctt ,P 183

14 "Restltuce hchtlCkeho maJetku Rod Des Fours Walderode *族財産の返還:デ･フール-ヴァルデローデー族", Ceskd

novlny, Zpravokus砂serverCTK掲載: 21 01 2004, 1201,アップデート: 2601 2004 14 51

(hop "wwwceskenovlnyCZ/Index_vleWphp?ld-46364最終アクセス日: 2009年10月6日)
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Henneberg-Spiegel所有､ W､フラーデク･ウ･スシツェHradekuSu善ice荘園‥ 1330ha中24･5ha(1･8%)

が収用継続中Q　フラーデクは純粋にチェコ系の村で､所有者はSCvのに所属していたものの､民族

的にはドイツ系と指摘されていた｡

(13)フランツイスカ･コパルFranziskaKopal所有､ W､ハルテンベルク-フランケンハメル-ヴァロフ

Hatenberg-Frankenhammer-Ⅶlov荘園: 4179.76 ha中520 ha(12･4%)が収用継続中｡ハルテンベルクはほ

とんどがドイツ系住民の集落で､所有者はVd/Gに所属.コパル家はドイツ系の伯爵家だった｡

(14)ハインリヒ･コツツHeinrichKotz所有､ W､ウ-イェズト･スヴァテ-ホ･クシージェUjezdsvateho

Kfl'呈e (D :ハイリグンクロイツHeiligenkreuz)荘園: 4030ha中3391.5ha(99.0%)が収用継続中o　ウ-

イェズト･スヴァテ-ホ･クシージェは純粋にドイツ系の村だった｡コツツ家はドイツ系貴族で､

所有者はVdGに所属｡

(15)アロイス･レ-ヴェンシュタイン-ヴェルトハイム-ローゼンベルク　Alois

L6weqsJein-Wertheim-Rosenberg所有､ W､リーシュチヤニLiWany (ドイツ語名:リヒテンシュタイ

ンLichtenstein)荘園､べズドルジツェBezdru皇ice (D :ヴェゼリッツWeseritz)荘園､ボル･ウ･タ

ホヴァBor uTachova (D :ハイトHaid)荘園: 3荘園合わせて13938.71 ha中10330.62 ha(74.1%)が

収用継続中｡レ-ヴェンシュタイン-ヴェルトハイム-ローゼンベルク家はドイツの貴族で､所有

者は､ SCvに所属､ドイツ系の記載がある｡ 3荘園とも所在地はドイツ系地域にあった｡

(16)ガブリエレ･ノイバクア--ミュラーGabrieleNeupauer-Mtiller所有､N､スニエドヴィツェSnedovice

(D :シュネドヴイツツSchnedowitz)荘園:281.93ha中3.94ha(%)が収用継続中｡スニエドヴィツェ

はドイツ系が多数を占める村で､所有者は､ VdGに所属｡

(17)アルフオンス･パールAlfons Paar所有､ S､オパジャニOpatany荘園: 2686ha中400 ha(14･9%)が

収用継続中｡所有者は､ SCvに所属､民族的にはドイツ系とされたoオパジャニは純粋にチェコ系

の村だった｡

(18)ヤン･パールフイJan Palffy所有､ S､ブジェズニッェBfeznice荘園‥ 3205･5 ha中242･02 ha(7･6%)

が収用継続中｡ブジェズニッェは､純粋にチェコ系の町だった｡パールフイ家はハンガリー系貴族

だが､所属していたSCvでは､ドイツ系とされていた｡

(19)同所有､ S､メルクリーンMerklin荘園: 3394 ha中456.75 ha(1315%)が収用継続中.メルクリーン

はチェコ系が優勢な町だった｡

(20)ラウル･ロ-ンRaoul Rohan所有､ S､ホクストニークChoushik荘園: 936ha中50ha(5･3%)が収

用継続中｡ホウストニークは純粋にチェコ系の村だった｡ロハンは元はフランス系貴族だが､所属

していたSCvでは､ドイツ系とみなされていた.

(21)アンナ･シャフゴッチュAnnaSchaffgotsch所有､ W､プラ-ニッェPlanice荘園:3470･5ha中2591･64

ha(74.7%)が収用継続中oシャフゴッチュ家はシレジアの貴族で､所有者はSCvに所属し､ドイツ系

とみなされていた｡プラ-ニッェはドイツ系住民のいないチェコ系の町だった｡
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(22)マリー･クリスティナ･シェーンボルンMarie Kristina SchOnbom所有､ W､コウト-トルハノフ

K｡ut,T,han｡V荘園: 8270.56ha中6748.72ha(81.6%)が収用継続中｡コウト､トル-ノフとも純粋にチ

ェコ系の町だったo　シェーンボルン家はSCvに所属していたが､ドイツ系と見なされていたo

(23)カール･ヨハン･シェーンボルンKarlJohannSch6nbom所有､Wlルカヴィツェ-プシーホヴィツェ

Lukavice_Pfich｡vice荘園: 5271.74 ha中668.6 ha(12.7%)が収用継続中o所有者はVdGに所属oルカヴ

ィツェ､プシホヴィツェとも純粋にチェコ系の地域だった｡

(24)同所有､ N､スカルカニポトセヂツェSkalka-Podsedice (D ‥スカルケン-ポドセディッツ

skalken_Podseditz)荘園: 1245.ll ha中26.49 ha(2.1%)が収用継続中｡ドラジュコヴイツェDlaZkovice

は､チェコ系･ドイツ系が括抗､スカルカはドイツ系の村だった｡

(25)レオボルト･シュテルンベルクLeopoldStemberg所有､ E､チヤストロヴイツェCastolovice荘園:

4548 ha中947 ha(20.8%)が収用継続中.所有者はVdGに所属.チヤストロヴィツェは純粋にチェコ

系の町だった｡

(26)同所有､ C､ザ-スムキZasmuky荘園: 405415 ha中656叫16･2%)が収用継続中oザ-スムキは純

粋にチェコ系の町だった｡

(27)同所有､ W､キシブルKysib1荘園: 1520･48ha中30ha(2･0%)が収用継続中｡キシブルはほとんどが

ドイツ系の村だった｡

(28)エルンスト･シュトクーベンベルク-ニムプチュEmstStubenbeTg-Nimptsch所有､ E､キシュベルク

Ky善perk荘園‥4710ha中1168叫24･8%)が収用継続中｡キシュベルクはほとんどがチェコ系の町だっ

た｡シュトクーベンベルク-ニムプチュ家はドイツ系か｡

(29)ヤロスラフ･トウ-ン-ホ-エンシュタインJaroslav Thun･Hohenstein所有､ N､ヂェチ-ンDeein

荘園: 10569.43ha中1968.58ha(18.6%)が収用継続中oヂェチ-ンはチェコ系1158人､ドイツ系9289

人とドイツ系優勢の町だった｡トクーン-ホ-エンシュタイン家はボ-ミア貴族で､ VdGに所属｡

(30)ギド･トウ-ン-ホ-エンシュタインGuidoThun-Hohenstein所有､ C､ノヴェ一･ドヴオリ･ウ･

クトネ一･ホリNoveDvoryuKutneHory荘園: 3573.5ha中81 ha(2･3%)が収用継続中.ノヴェ一･ド

ヴオリは純粋にチェコ系の町だった｡

(31)アルベルト･マリア･ラモラル･トウルン-タクシスAlbertMariaLamoralThurn-Taxis所有､ E､リ

フムブルクRychmburk荘園: 10332･43 ha中7291146 ha(70･6%)が収用継続中o所有者はVdBに所属｡

リフムブルクは純粋にチェコ系の市場町だった｡

(32)同所有､ E､リトミシュルLitomy削(D ‥ライトミシュルLeitomischl)荘園: 5847･22 ha中4085･68

ha(69.9%)が収用継続中｡リトミシュルはほとんどがチェコ系の町だった｡

(33)同所有､W､ホチェショフChote善ov(別名:ホチェシャウChoteschau)荘園:7542ha中4674ha(62･0%)

が収用継続中｡ホチェシヨフは600人弱のチェコ系と2100人弱のドイツ系住民からなるドイツ系優

勢の町だった｡
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(34)ヨゼフ･ヴァンカJosefWanka所有､ C､フジ-ムニエジュヂツェHtimeZdice荘園:363.45ha中38.81

ha(10.7%)が収用継続中｡フジ-ムニエジュヂツェは純粋にチェコ系の村だった｡ヴァンカはVdGに

所属｡

以上34件の事例では､全収用面積約210731ha中約83948haが収用されたままであった(39.8%)0

第3節　チェコ系の所有者の事例

ここで取り上げるのは､所有者がチェコ系と推定される事例である｡

(1)ヨゼフ及びマリエ･バルトニュJosefaMarieBarto凸ovi夫妻所有､ E､ノヴェ一･ムニエスト･ナド･

メトウイ-Nova Mesto mad Metuji荘園: 3076.37 ha中1878.03 ha(61.0%)が収用継続.ヨゼフ･バルト

ニュは､ナ-ホトNachodで織物工場主として成功し､ 20世紀になって貴族の称号を得､この荘園も

手に入れた｡ 19世紀前半の工業化時代には､ボ-ミアの織物工業の成功者といえばドイツ系だったが､

時代が下ったこの時期の成功者バルトニュはチェコ系だった｡ノヴェ一･ムニェスト･ナド･メトウ

イ-の町の3500人はどの人口のほとんどがチェコ系で､バルトニュは､ SCvに所属o　また､この一

族のチェコ民族-の帰属性は､土地改革後に残された財産が社会主義時代の接収を経て､ 1990年代に

財産返還法により返還され15､現在は子孫がその所有者となっていることからも認められる｡なぜな

ら､原則として財産返還法の対象となったのは､ 1948年の共産党によるクーデタ以後に国家により接

収された財産で､それ以前の第二次世界大戦後にドイツ系財産として｢べネシュ令｣により接収され

た財産は対象外だったからである｡

(2)ヴァイクハルト･コロレドニマンスフェルトWeikhard ColloredoIMannsfeld所有､中部ボ-ミア地方

(以下C) ､ドブジーシュDobfl'善荘園: 24037.8042 ha中4225 ha(17.6%)が収用継続｡

(3)ヨゼフ･コロレドニマンスフェルトJosefColloredo-Mannsfeld所有､E､オポチノOpoeno荘園: 10014.34

ha中655ha(6.5%)が収用継続｡オポチノは､人口のほとんどがチェコ系の町だった｡

(4)イェロニーム･コロレドニマンスフェルトJeron夕m Colloredo-Mannsfeld所有､ W､ズビロフZbiroh

荘園: 23755.98ha中3241ha(13.6%)が収用継続o　ズビロフは純粋にチェコ系の町だった.コロレドニ

マンスフェルト家は元々ドイツ系貴族の家系だが､イェロニームが加盟していたSCvでは､チェコ系

とみなされていた｡子孫は､財産返還法による財産返還にも成功している16｡

(5)ヤン･ドプジェンスキーJanDobfenskタ所有､ E､ホチェボシュChotebof荘園: 1777ha中67ha(3.8%)

が収用継続｡ホチェボシュは､ 4600人余りの人口の大多数がチェコ系の町だった｡ドプジェンスキー

家はチェコ系の貴族で､財産返還も実現しているL7｡ドブジェンスキーは､ SCvに所属し､チェコ系

15 http//wwwzameknmcz/ (最終アクセスEl : 2009年10月6日)

16 http//wzamekdobr.scz/ (最終アクセス日: 2009年10月6日)

17 http//wwwcekuseu/muzeum/hlStOrle-Zamku　(最終アクセス日: 2009年10月6日)
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とみなされていた｡

(6)クロチルダ･フェステティツオヴァ-KlotildaFestetitsovはびエレオノラ･キンスカーEleonoraKinska

所有､ E､ポルナ--プシビスラフPolna-Pfibyslav荘園: 18208 ha中1604 ha(8･8%)が収用継続oポル

ナ-もプシビスラフも人口の大多数がチェコ系の町だった0両所有者は､ SCvに所属していたが､連

盟の民族に関する指摘はない｡キンスキー家はボ-ミアのチェコ系貴族(後述)で､フェステティツ

家はハンガリー貴族であった｡

(7)カレル･ホテクKarelChotek所有､ C､ヴェルトウルシVeltrusy荘園: 1925ha中247ha(12･8)が収用

継続中oホテク家はチェコ系貴族で､ SCvに所属し､連盟からもチェコ系と認められていたoヴェル

トウルシは純粋にチェコ系の町だった｡

(8)フェルヂナントカレル･キンスキーFerdinandKarelKinskS所有､ S､ホラジョヴイツェHora皇d'ovice

荘園: 2128.5 ha中154.88ha(7.3%)が収用継続中oホラジョヴイツェは大多数がチェコ系の町だったo

キンスキー家.Sはチェコ系貴族で､所有者はSCvに所属していたが､連盟による民族の指摘はなかっ

た｡

(9)フランチシェク･クサヴェル･キンスキーFranti独XaverKinskS所有･ E､フルメツ･ナト･ツイド

リノウChlumecnadCidlinou荘園: 14675･5ha中5657･11 ha(38･5%)が収用継続中oフルメツ･ナト･ツ

ィドリノウは､純粋にチェコ系の町だったo所有者はSCvに所属しており､連盟によりチェコ系とみ

なされていた｡

(10)ボフスラフ･コログラト-クラコフスキー-リープシュタインスキーBohuslav Kolowrat-

KrakovskクーLiebsteinsky所有､ N､リフノフ･ナト･クニエジュノウ-チェルニーコヴイツェRychnov

nad Kne皇nou-tern.,kovice荘園: 7259 ha中1811 ha(24･9%)が収用継続中Cリフノフ･ナト･クニエジ

ュノウは人口の大多数がチェコ系の町で､ボフスラフは､ SCvに所属しており､チェコ系と見なさ

れていた｡

(ll)オルドジフ･コジャーン01dfichKofan所有､ C､スミルコフSmilkov荘園: 1221 ha中24･75ha(2･0%)

が収用継続中｡スミルコフは､純粋にチェコ系の村だった｡

(12)フリードリヒ･ノステイツツ-リーネックFriedrichNostitzIRieneck所有､ W､フアルクノフFalknov

荘園: 2747.6ha中2495.6ha(90.8%)が収用継続中oフアルクノフはドイツ系が圧倒的多数を占める町

だった｡ノステッイツ-リーネック家はボ-ミア貴族の家系で､チェコ系とみなされることもある｡

(13)同所有､ W､インドジホヴイツェJindfichovice (D :ハインリヒスグリュンHeinrichsgrih)荘園:

8510.3 ha中3306ha(38.8%)が収用継続中oインドジホヴイツェはドイツ系の町だったo

(14)マリエ･ノステイツツ-リーネックMarieNostitz-Rieneck所有､ E､ロキトニッェ･ヴ･オルリッキ

ーフ･ホラーフRokytnicevOrlickfchHorAch (D :ロキトニッツ･イム･アドラーゲビルゲRokitnitz

18 http〟wwknlZe-k.nskycz/ (最終アクセス日: 2009年10月6日)
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imAdlergebirge)荘園: 1402ha中1136ha(81.0%)が収用継続中｡ロキトニッェ･ヴ･オルリッキーフ･

ホラーフは､チェコ系人口とドイツ系人口が1 : 2のドイツ系優勢な混住の町だった｡

(15)インドジフ･シャウムブルクJindfichSchaumburg所有､ C､ホジョヴィツェHofovice荘園: l1776.51

ha中142.47ha(I.2%)が収用継続中｡シャウムブルク家はドイツの貴族だが､所有者は､ VdGとSCv

の両方に所属し､後者ではチェコ系とみなされていた｡ホジョヴィツェはチェコ系が圧倒的な町だ

った｡

(16)ユリアナ･シュネ-プリング-ベルヒトルトJuliana Schn6bling-Berchtold所有､ S､ネズナショフ

Nezna菖ov荘園: 1660 ha中180 ha(10.8%)が収用継続中o　ネズナショフはチェコ系の集落だった｡シ

ュネ-プリング家はSCvに所属し､チェコ系と見なされていたo

(17)イジー･シュテルンベルクJifi Sternberg所有､ C､チェスキー･シュテルンベルクCesk夕Sternberk

荘園: 3083ha中421 ha(13.7%)が収用継続中｡シュテルンベルク家はチェコの貴族の家系で､所有者

はSCvに所属し､チェコ系とされていたo現在､財産返還が実現している｡チェスキー･シュテル

ンベルクは純粋にチェコ系の市場町だった｡

(18)アレクサンドル･トウルン-タクシスAlexaJldrThum-Taxis所有､ C､ロウチェニュ-ドプロヴイツ

ェLouee角IDobrovice荘園: 9764 ha中386.6424 ha(4.0%)が収用継続中｡トウルン-タクシス家は元々

ドイツの貴族の家系で､所有者はSCvに所属､チェコ系と見なされていた｡ロウチェニュは純粋に

チェコ系の市場町だった｡

以上18件のチェコ系と推定される所有者の事例では､全収用面積約142022ha中22883haが収用され

たままであった(16.1%)0

第4節　所有者の民族的属性が明確でない事例

ここで取り上げられるのは､所有者の民族的属性が不明な場合､ sCvによりドイツ系ともチェコ系と

も併記されているなど属性が二重の場合などである｡

(I)ヤロミール･チェルニン-モルツインJaroml'r Czernin-Morzin所有､ N､マルショフMar菖ov (D :マ

ルシェンドルフMarschendorf)荘園: 8196.67ha中7500ha(91.5%)が収用継続｡マルショフは､ほとん

どがドイツ系の町だった｡

(2)同所有､ E､ヴルプラピーVrchlabi (D :ホ-エンエルベHohenelbe)荘園: 9189.5 ha中981 ha(10.7%)

が収用継続o　ヴルプラピーは､ 6800人余りの人口中5400人余りがドイツ系､ 1300人弱がチェコ系の

ドイツ系優勢の町だった｡

(3)同所有､ W､オルショヴァ･ヴラタ01営ovaVrata (D :エシュペントールEspentor)荘園: 830.38ha

全部が収用継続｡オルショヴァ･ヴラタは912名中1名のみチェコ系で残りはドイツ系の村だった｡

(4)エミル･フユルステンベルクEmH Fiirstenberg所有､ C､クラールーフ･ドゥグール･ウ･ベロウナ
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KralBvDvdruBerouna荘園: 848ha中260･5ha(30･7%)が収用継続oクラールーフ･ドゥヴ-ル･ウ･

ベロウナは純粋にチェコ系の町だった｡

(5)ヴィレ-ム･ユグルVilemJugl所有､ W､フラーデク･プロホシュスキHradekProhofsky (D :シュ

レッスレス-ポホルツSch16ssles-Pohorz)荘園: 505 ha中20128 ha(4･0%)が収用継続中o詳細不明｡

(6)フリードリヒ･カール･ケスマンFriedrich Karl Kaesmann所有､ W､リブシュテインLibStejn (D :

リーベンシュタインLiebenstein)荘園:2172･13 ha中2314ha(1･1%)が収用継続中oリブシュテインは､

ほとんどがドイツ系の町だった｡

(7)オルドジフ･フェルヂナント･キンスキー01dfichFerdinandKinskタ所有､ E､ロシツェ･ウ･フラー

スチRosiceuChrasti荘園: 2470.72ha中707ha(28･6%)が収用継続中oロシツェ･ウ･フラースチは純

粋にチェコ系の村だった｡所有者はVdGとSCvの両方に所属しており､後者ではチェコ系ともドイ

ツ系ともみなされていた｡

(8)インドジフ･コロヴラト-クラコフスキーJindfich Kolowrat-Krakovskタ所有､ W､ディアナベルク-

プシムダDianaberk-Pfimda (D :ディアナベルク-プフアウムベルクDianaberg-Pfaumberg)荘園: 7379

ha中6126.8 ha(83.0%)が収用継続中oディアナベルクはドイツ系優勢な集落だったoコロヴラト-ク

ラコフスキー19はボ-ミア貴族で､所有者は､ SCvに所属していたが､民族的帰属は指摘されていな

い｡

(9)ヤン･ラジャンスキーJanLa乏anski所有､ W､マニエチ-ン-ラブシュテイン･ナト･ストシェロ

ゥManetin-Rabgtejn mad Stfelou (D :マネテイン-ラーベンシュダイン･アン･デア･シュネラ

Manetin-Rabensteinan der Sclmella)荘園: 4694 ha中323･5 ha(6･9%)が収用継続中oラジャンスキー家

は古くからのチェコ貴族で､所有者は､ SCvに所属しており､チェコ系ともドイツ系とも見なされて

いた｡マニエチ-ンは､チェコ系優勢の町で､ラブシュテイン･ナト･ストシェロウはドイツ系優勢

の町であり､後者は最も人口の少ない町として知られていたが､現在はマニエチ-ンの一部となって

いる20｡

(10)カレル及びマリエ･プラヴェツKarelaMariePlavcovi所有､ W､ゼレナ一･ホラZelenaHora荘園:

3034ha中167ha(5.5%)が収用継続中oゼレナ一･ホラは純粋にチェコ系の集落だった｡

(ll)チェスラフ･レイスキーCeslavReiskS所有､ S､ヴイレ-モフVilemov荘園: 1203ha中24ha(2･0%)

が収用継続中o　ヴイレ-モフは純粋にチェコ系の市場町だったo

(12)フリードリヒ･シャウムブルク-リッペFriedrich Schaumburg-Lippe所有､ E､ナ-ホトNAchod荘

園: 74321.71ha中1769･l ha(2･4%)が収用継続中o所有者はSCvに所属oナ-ホトはチェコ系が圧倒

的な町だった｡

(13)カレル･シュヴァルツェンベルクKarel Schwarzenberg所有､C､セドレツSedlec荘園:3045ha(48･1%)

19 http//wwwkolowratcz/ (最終アクセス目: 2009年10月6日)

20 http//rabste.1nnadstrelouwzcz/ (最終アクセス目: 2009年10月6日)

87



東北大学大学院　国際文化研究科論集　第十七号

中1463.5haが収用継続中｡所有者はSCvに所属していたが､民族は指摘されていないoセドレツは

純粋にチェコ系の村だった｡

(14)ヤン及びアドルフ･シュヴァルツェンベルクJan a Adolf Schwarzenberg所有､ N､ログォシツェ

Lovosice (D :ロボジッツ)荘園: 2432.59 ha中1039.09ha(42.7%)が収用継続中.ヤンはVdG､ SCv

の両方に所属していたが､民族は指摘されていない｡ログオシツェはチェコ系が1500人弱､ドイツ

系が3440人のドイツ系優勢の混住の町だったこ

(15)カレル･ヨゼフ･トラウトマンスドルフKarel JosefTrauttmansdorff所有､ E､クムプルクニラヂム

Kumburk-Radim荘園: 6007.7 ha中1697.4 ha(28.3%)が収用継続中o所有者はSCvに所属､チェコ系

ともドイツ系ともみなされていたoクムブルクもラヂムも純粋にチェコ系の村だったo

(16)同所有､ W､ホルショフスキー･ティーンHor善ovsk夕Tタn (D :ビショフタイニッツBischofteinitz)

荘園: 10332.08 ha中3415.24 ha(33.1%)が収用継続中｡ホルショフスキー･ティーンは390人のチェ

コ系､ー2629人のドイツ系住民の住むドイツ系優勢の町だった｡

(17) -ルミ-ナ･ウンタ-リヒタ-HerminaUnterrichter所有､W､スタレ一･セドリシュチェStareSedliSte

(D :アルトニッェドリシュAlt-Zedlisch)荘園:446.67ha中10.65ha(2.4%)が収用継続中｡スタレ一･

セドリシュチェはほとんどがドイツ系の市場町だった｡

(18)アドルフ･ヴァルトシュタインAdolfWaldstein所有､ N､ドクシ-ビェラー-クジーヴオディ

Doksy-Bela-KufI'vody荘園: 17472.54 ha中14870.42 ha(85･1%)が収用継続中｡ヴァルトシュタイン家

はボ-ミアの貴族で､所有者はSCvに所属､チェコ系ともドイツ系ともみなされていた｡

(19)同所有､ C､ムニホヴオ･フラヂシュチェMnichovo HradiSte荘園: 8002 ha中3699･86 ha(46･2%)が

収用継続中｡

(20)同所有､ W､シュチャフラヴイSfdhlavy荘園: 7446ha中4529ha(60･8%)が収用継続中.

(21)エルゼ･ヴェ-バー及びエリーザべト･クライビヒEIseWeberaElisabethKreibich所有､ S､トクチ

ャピTueapy荘園=822ha中41 ha(510%)が収用継続中｡ヴェ-バーはVdGとSCvに所属していたが､

民族の記載はない｡トクチャピは純粋にチェコ系の村だった｡

(22)スタニスラフ･ヴオプルシャーレクStanislavWopr菖alek所有､ W､ネクミ-シュNekmif荘園: 1896

ha中404ha(21.3%)が収用継続中oネクミ-シュは純粋にチェコ系の村だった｡

(23)ヨセフ･オスヴァルト･ヴラチスラフJosefOsva】dWratislav所有､ S､ミスルコヴィツェ-ヂ-ルナ

-Myslkovice-Dl'rna荘園‥ 2540 ha中47 ha(1.9%)が収用継続中｡ミスルコヴィツェもヂ-ルナ-も純

粋にチェコ系の村だった｡

第3章　おわりに

以上､約100件の荘園において土地改革が継続中で､収用されたまま帰属が確定していない土地が残

存していた｡前章第1節の17件の外国籍所有者の事例では､全収用面積約88180ha中約31412haが収用

88



第一欣チェコスロバキア土地改革における民族主義的性格　-ボヘミアにおける収用の継続をてがかりに-

されたままであった(35.6%)｡第2節の34件のドイツ系と推定される所有者の事例では､全収用面積

約210731ha中約83948haが収用されたままであった(39.8%)o第3節の18件のチェコ系と推定される

所有者の事例では､全収用面積約142022ha中22883haが収用されたままであった(16.1%).

ここで特徴的な点は､外国の地主やドイツ系とみなされている地主に､収用されたままの土地が多く

残っており､未決状態で土地改革が遅れている例が多いことである｡これは､土地改革の実施に所有者

の民族的属性が影響した結果といえるのではないだろうかo

例えばドイツ系とみなされたハインリヒ･ボーフォールニスボンタンの10151.72haの所有地のうち半

分近い4912.56 haの収用が継続しており(48.4%)､カール･ビコア-のノヴェ一･プラディ荘園では､

16272.06 ha中9121.6 haの収用が続いている(56.1%)｡ (ただしカール･ビコア-の他の荘園では土地改

革が終わりに近づいている｡)これらの土地は､ドイツ系住民庫勢地域にあった｡

チェコ系住民の多い地域のドイツ系所有者の土地では､更に土地改革終結が困難だった｡アルベル

トマリア･ラモラル･トウルン-タクシスの所有地10332.43ha中7291.46haが収用継続中だった(70.6%)｡

また､外国君主でもあるフランツ･ヨ-ゼフ･リヒテンシュタインのボ-ミアでの荘園は､チェコ系

地域にあり､ 11357.2093ha中6942.2834haの収用が継続していた(61.1%)oリヒテンシュタインの場合､

更に広大な南モラヴイアの土地での土地改革問題もかかえ､外国君主が所有者であることから､外交問

題にもなった｡

sCvからは､チェコ系ともドイツ系ともみなされたアドルフ･ヴァルトシュタインの土地でも改革は

遅れた｡ドクシ-ビェラー-クジーヴオディ荘園では､ 17472.54ha中14870.42haが(85.1%)､ムニホヴ

オ･フラヂシュチェ荘園では8002ha中3699.86haが(46.2%)､シュチャフラヴィ荘園では7446ha中4529

haが(60.8%)収用継続中だった｡ヴァルトシュタイン家が三十年戦争のチェコ抑圧の象徴的存在であっ

たために､ ｢民族の敵｣とみなされた結果とも考えられる｡

逆にロブコヴィツLobkowicz家(一族で約28069ha所有)やナード-ルニーNadhern夕家(一族で約

5587ha所有)など､チェコ系とみなされていた家系の出身で､ SCvで有力な活動を行っていた所有者の

場合は､すべて土地改革が終了しているo SCvの活動の成果ともみられるが､ SCv会員であっても､多

くの収用地が残っている例もあり､収用されたままの土地が残存し､土地改革が遅れ､所有者に不利益

がもたらされた事例に､所有者のドイツ系であるという民族的な属性や国籍が影響したという仮説は成

立するといえるだろう.従って､チェコスログァキア第一次土地改革が民族主義的政策とみなされたこ

とも無理からぬことであった｡
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